
石川県立学校処務規程 新旧対照表

改 正 案 現 行

別表第１(第６条関係) 別表第１(第６条関係)

分掌事務 分掌事務

教務部 教務部

１～３ 略 １～３ 略

４ 生徒(特別支援学校においては、児童 ４ 生徒(特殊教育学校においては、児童

を含む。以下同じ。)の入学、転学、卒 を含む。以下同じ。)の入学、転学、卒

業等に関すること。 業等に関すること。

５～１９ 略 ５～１９ 略

事務部 略 事務部 略


